
能美市では、障がいのある方の雇用を検討する企業等に対し、福祉就労事業所
の支援員を就労支援アドバイザーとして派遣し、助言を行い、障がいのある方
の雇用促進を図ります。
また、業務内容の見直しや、障がいのある社員や障害特性の理解の向上など、
企業の働く環境の向上につながります。

申請
お問い合わせ

能美市健康福祉部福祉課 
〒923-1297 能美市来丸町1110番地
TEL 0761-58-2230 FAX 0761-58-2294 
E-mail：fukushi1@city.nomi.lg.jp

QR

詳しくは能美市
ホームページへ

障がいのある方を雇用したいと思っている企業の皆さまへ 

・障害の種類、程度によってどのような業務や、配慮が必要なのか
・希望する人材（障害の種類）とうまくマッチングできない
・雇用しても長く続かないのではないか

・障がいのある方の特性に合った仕事の発掘（切り出し）
・障がいのある方を雇用するまでの具体的な流れの説明
・雇用を継続するための事例紹介
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※企業の皆様の費用負担はありません


